
 

 
 AIG損害 

【必須】 以下①②について ご記入をお願いいたします。 

① 書類に不備があった場合のご連絡先：以下いずれかに☑チェックをお願いします。 

□ 契約者住所・氏名・電話番号と同じ（変更がある場合は変更後の住所・氏名・電話番号） 

□ 上記以外 （以下にご記入ください） 

住所  

氏名  TEL  

 

② 送付書類の確認：以下の書類がそろっていることを確認し、☑チェックをお願いします。 

□ 自動車損害賠償責任保険証明書 ※コピー不可 

□ 廃車・ナンバープレート返納が確認できる書類、 

または（重複契約の場合）解約しない契約の自動車損害賠償責任保険証明書 

□ 契約者本人であることの確認書類 

※左記、返還保険料の振込口座が契約者本人名義である場合は不要 

□ 保険標章（ステッカー）※車検対象外の車・原付の場合のみ必要 

□ 自動車損害賠償責任保険承認請求書 ※押印・記入のもれがないかご確認ください 

 

 

□（権利譲渡をともなう解約の場合）車を譲渡したことが確認できる書類 

※廃車が確認できる書類上の所有者が譲受人（新契約者）である場合は、その書類で確認可 

□（氏名変更をともなう解約の場合）改姓の事実が確認できる書類  

〒790-0001 

愛媛県 松山市一番町1-15-1 グランディア一番町ビル 3F 

AIG損害保険株式会社 自賠責センター 行 

👆 書類送付先を きりとり線で切り取り、封筒にしっかりと貼り付けてください。 

（✂ きりとり線 ✂） 

 

✂ 


